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 解 説  

 

１．外国人の不動産所有規制 

日本の不動産（土地を含む）は、外国人に対しても、日本人と同様に所有権を取

得させることが可能です。所有権の期限も設定されていないため、自由に売買する

ことができ、相続させることも可能です。 

なお、諸外国における外国人の不動産所有規制は様々であり、外国人名義での不

動産購入を禁止している国（中国、ミャンマー等）のほか、住居購入のみを認めて

いる国（シンガポール、タイ等）もあります。 

 

２．外為法に基づく届出義務 

海外に居住する外国人（以下、非居住者とする。）が日本に不動産を取得する場

合、外為法上の「資本取引」に該当し、不動産取得から 20 日以内に日本銀行を経

由して財務大臣宛てに、所定の報告書式（報告省令別紙様式第 22）にて取得名義人

の氏名や取得価格などを報告する必要があります。 

ただし、以下の場合は報告不要となります。 

① 非居住者本人または当該非居住者の親族もしくは使用人その他の従業員の

居住用目的で取得した場合 

② 日本において非営利目的の義務を行う非居住者が、当該業務遂行のために

取得した場合 

③ 非居住者が本人の事務所用として取得した場合 

④ 他の非居住者から不動産を取得した場合 

本件相談対象である別荘やセカンドハウスなど、短期滞在を目的として使用す 

Ｑ． 

中国籍の顧客が別荘物件の購入を検討しています。外国人に対して日本国内の

不動産を売却する際の規制・留意点を教えてください。（不動産業） 

 

Ａ． 

日本においては、外国人を相手方とした不動産売買に関する規制はなく、外為

法に基づく届出義務を遅滞なく履行することにより、自由に不動産売買を行うこ

とが可能です。一方、実際の取引に際しては、契約の締結、代金の決済、売買後

の費用管理に至るまで、日本人を相手方とする場合と異なりますので、慎重に手

続きを行う必要があります。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/30_RealEstate.pdf

